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● 所長コメント  ● 花粉症 Ｐ４ 

 … 消費税８％に備える Ｐ１ ● 税務Ｑ＆Ａ Ｐ５ 

● 印紙税改正 Ｐ２ ● お知らせ おもしろ雑学 Ｐ６ 

● 介護保険料率改定 Ｐ３ ● 休日カレンダー あとがき Ｐ７ 

 

～お客様の発展を願い、喜ばれる事務所をめざします～ 
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－ １ － 

消費税８％に備える 
 

確定申告もようやく終了し、桜の花咲く頃を迎えようとしています。桜の花が咲く頃には

いよいよ消費税が８％となりますが、価格の改定などの準備はお済みでしょうか。 

４月１日から消費税が８％になるけれど、値決めをどうしたらよいかというご質問が何件

かありました。私は消費税増税分の３％はしっかり値上げをしてくださいとご回答していま

す。 

理由その１ 転嫁しないと会社の利益が大きく減ってしまいます。 

売上高の３％くらい経営努力や合理化で吸収し、値上げをしないで頑張ってみるという方

がいます。しかし、ここで注意が必要です。例えば粗利（売上総利益率）が２０％の会社で

あれば、売上高が１５％上昇しないと利益を３％あげることが出来ません。売値を３％上げ

るのと、売上高を１５％あげるどちらが簡単に出来るでしょうか。 

理由その２ 承認してくれないのでは。 

得意先が消費税の転嫁を認めてくれないのではないかと心配する人がいます。普段値上げ

をお願いしてもダメって言われるのが落ちですから、あきらめる人がいると思いますが、そ

れでもお願いしてください。消費税の転嫁に応じてくれないような相手は我利我利亡者です

から、しばらくは付き合っても長い付き合いは身の破滅です。外の質の良い取引先を見つけ

る営業努力をするべきです。倒産してから価格転嫁を認めない得意先を恨むより、自らの営

業の努力不足を恥じるべきです。 

理由その３ 国が消費税の円滑かつ適正な転嫁を後押ししています。 

公正取引委員会、消費者庁、国税庁などがバックアップしています。 

 

消費税と同時に印紙税は減税になります。 

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が３万円未満のも

のが非課税とされていますが、平成26 年４月１日以降に作成されるものについては、受取金

額が５万円未満のものについて非課税とされることとなりました。  

消費税及び地方消費税の金額（以下「消費税額等」といいます。）が区分記載されている場

合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべ

き消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された

受取金額に含めないこととされています。簡単に申せば、領収証の 

書き方によって、５４，０００円未満のものは印紙税がかか 

らなくすることが出来ます。 

 

 



 
 

 

＜ 池 原 ＞ 
 

－ ２ － 

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。 

 
 

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が 3 万円未満のも

のが非課税とされていますが、平成 26 年 4 月 1 日以降に作成されるものについては、受取

金額が 5 万円未満のものについて非課税とされることになりました。 

 

★「金銭又は有価証券の受取書」とは 

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証

明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。 

 したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、や「レシート」はもちろんのこと、金銭又

は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」など

と記入したもの、さらには「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有

価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭または有価証券の受取

書に該当します。 

 

★印紙代の節約ポイント★ 

印紙税は、「記載金額」に応じて課税されます。 

ただし、消費税額等を区分して記載している場合、又は税込価格及び税抜価格が記載され

ていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、

消費税額等の額は「記載金額」に含めないこととしています。 

 
 
                       
 
 
 
 ○糸  

税抜価格又は

消費税額が明

らかである 

 

 

印紙は不要 



 
 

 

＜ 山 口 ＞ 
 

－ ３ － 

 
 

9.90  ％

1.55  ％ 1.72  ％

 

料率が加わります。

 

　 　(労使折半)等により支えられています。

  　 健康保険料率(９.９％)のうち､５.８３％分は加入者の皆さまの医療費等に充てられる

　　 基本保険料率となり､４.０７％分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる

　　 特定保険料率となります。

     介護保険制度は､介護の必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり､公費(税金）

　 　や高齢者の介護保険料のほか､４０歳から６４歳までの健康保険加入者の介護保険料

また､賞与については､３月１日以後支給分からとなります。

介 護 保 険 料 率

平成２６年３月分(４月納付)から

平成２６年３月分(４月納付)から

据え置き

現　　　　行

健 康 保 険 料 率

現　　　　行

 

 

４０歳から６４歳までの方(介護保険２号被保険者)は､健康保険料率に介護保険

変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は､３月分(４月納付)からとなります。

準備金を取り崩すことにより据え置きとなります。

一方､介護保険については､介護給付費が年々増加していることに伴い､協会けんぽが

負担する額(介護給付金)が増加し､７００億円を超える赤字が見込まれるため､介護保険の

料率について本年３月分(４月納付分)より引き上げられることになりました。

　協会けんぽの健康保険料率については､昨年､健康保険法等が改正されたことを踏まえ､

平成 ２６ 年度

新潟支部の健康保険料率は据え置きとなりますが

介護保険料率が変更となります



 
 

 

＜ 小 林 ＞ 
 

－ ４ － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  花粉症の原因となる花粉はスギ花粉が１番多く、花粉症患者の 7 割といわれます。スギ以外に

もヒノキ、シラカバ、ハンノキ、ケヤキ、コナラなどの樹木、またカモガヤ、ブタクサ、ヨモギなどの

草花の花粉も花粉症を起こすことが知られています。 

 花粉症でスギ花粉が１番の原因になるのは、全国の森林面積の 18%、国土の 12%を占めると

いう広大なスギ林が生み出す花粉量の多さによります。スギ花粉の飛散量がきわめて少ない北

海道や、スギの木がない沖縄では花粉症患者もわずかです。 

 

 
 

● 室内に入る花粉を防ぎましょう 

 花粉が付着しやすい素材の衣服着用は避けましょう。 
● 室内での飛散を防ぎましょう 

 加湿器を利用し、室内の湿度を上げて空中での浮遊を防ぎましょう。 

● 体に入る花粉を防ぎましょう 

 外出時にはマスクや眼鏡、帽子を着用しましょう。 

 
 

 



 
 

 

＜ 畑 ＞ 
 

－ ５ － 

消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するＱ＆Ａ 
 

Ｑ１ 施工日をまたぐ資産の譲渡等 

   （事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い） 

   当社（Ａ社）では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と

取引先（Ｂ社）の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、４月初旬に検収基

準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、

施行日（平成 26 年４月１日）前に出荷された商品は旧税率（５％）が適用される

ので、取引先（Ｂ社）から、旧税率（５％）に基づく消費税額等が記載された請求

書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入税額控除の

計算はどのように行えばよいですか。 
 
 
Ａ１ 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の

譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます（改正法附則２）。 

照会の事例は、Ｂ社がＡ社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですの

で、Ａ社においても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うことと

なります。 

 
 
 
Ｑ２ 賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等 

   （不動産賃貸の賃借料に係る適用税率） 

   当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成 25 年 10 月１日以後に契約する賃

貸借契約（改正法附則第５条第４項に規定する経過措置は適用されないもの）にお

ける次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。 

①当月分（１日から末日まで）の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約

で、平成 26 年４月分の賃貸料を平成 26 年３月に受領する場合 

②当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成 26 年３月分の

賃貸料を平成 26 年４月に受領する場合 
 
 
Ａ２ 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の

譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます（改正法附則２）。 

照会①は、平成 26 年４月分の賃貸料であり、施行日以後である平成 26 年４月分

の資産の貸付けの対価として受領するものですから、４月末日における税率（８％）

が適用されます。 

照会②は、平成 26 年３月分の賃貸料であり、施行日前である平成 26 年３月分の

資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を４月としている場合

であっても、３月末日における税率（５％）が適用されます。 

 

国税庁ＨＰより 



 
 

 

 
 

－ ６ － 

◇◆◇ おもしろ雑学 ◇◆◇ 
 公衆電話 

 
 最近はめったに使われなくなった公衆電話。１９７０年（昭和４５年）までは実は１０円

で使い放題でした。 しかし「長話する人がいる」という理由で３分打ち切り型に変わった

そうです。            

 
某雑学ＨＰより   （担当：村山） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加藤輝守税理士事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく 

経営革新等支援機関に認定されました！！ 

経営革新等支援機関から支援を受けるメリットとして… 

①信用保証協会の保証料の引き下げ  ②低金利での融資制度  ③各種補助金制度 

④商業・サービス業等投資減税制度   などが挙げられます。ぜひご活用ください。 

 

お客様をご紹介ください 

ご友人やお知り合いの方で、税務・会計でお困りの方、 

企業経営について相談してみたい等々ありましたら、是非ご紹介ください。 

 

会社の広告お手伝いします 

お客様の広告チラシ等がございましたら月一回発行の事務所通信に同封いたし 

ます。お気軽にお申し付け下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

日 時 研 修 内 容 場 所 講 師 参 加 費

４月２３日（水）

午後６時３０分～

テルモ経営研究会

平成２６年税制改正ポイント

加藤輝守税理士事務所

2F　セミナールーム

税理士

加藤輝守
1,000円



日 月 火 水 木 金 土

１
　 　

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
伊藤・池原

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
広川・原

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
山田・田中 春分の日 斉藤・青木

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

３０ ３１

（名前の記入されていない土曜日は、全員出勤となっています。）

平成２６年２月分源泉所得税・住民税の納付 ３月１０日（月）まで

平成２５年分の所得税確定申告・損失申告 ３月１７日（月）まで

個人の青色申告承認申請書等の提出

贈与税の申告、納付

相続時精算課税選択届出書の提出

個人の住民税・事業税の申告

個人事業者の消費税の確定申告 ３月３１日（月）まで

平成２６年１月決算法人の法人税・消費税の確定申告、納付

平成２６年７月決算法人の法人税・消費税の中間申告、納付

３月決算法人の消費税等各種届出書提出

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

３月の税務

 ３月（弥生）　Ｍａｒｃｈ

  
 

◇◆ あとがき ◆◇ 
 

春を感じる暖かい日が多い今日この頃。今冬は雪が少なく春ももうすぐですね。 

４月から消費税が８％に引き上げられます。家計の負担も大きく最近のチラシも 

まとめ買いセールが話題になっています。私も長く持つものは多めに買いためよう 

と思います。 

 

追伸：今月号の発送が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。  〈 倉 又 〉 

 


